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＜三重県立高等学校の所在地＞ 
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◎◎   石薬師  

神戸  

飯野  

白子  

稲生  

亀山  

津西  

津東  

津商業  

みえ夢学園  

津  

津工業  

久居農林  

あけぼの学園  

上野  

伊賀白鳳  

白山  

名張  

松阪工業  

松阪  松阪商業  

明野  

伊勢工業  

宇治山田商業  

伊勢まなび  

鳥羽  

伊勢  

宇治山田  

南伊勢 (度会校舎 ) 

相可  

飯南  

南伊勢 (南勢校舎 ) 

水産  

志摩  

昴学園  

尾鷲  

木本  

紀南  

◎◎   

北部学区 

中部学区 

南部学区 

名張青峰  

 

（付）令和６年度三重県立高等学校入学志願者の個人情報取扱要項 

＜口頭による個人情報提供の申請＞ 

１ 提供する個人情報 

各高等学校の前期選抜及び追検査、特別選抜、後期選抜及び追検査、再募集、追加募集における

合否判定のための資料として保有する以下の(1)～(5)の個人情報について、受検者の申請に応じ、

本人に、個人情報を提供する。 

(1) 調査書の「各教科の学習の記録」欄の教科別の「第３学年」の評定 

(2) 面接又は「自己表現」の各学校の基準に基づく総合的評価 

(3) 作文又は小論文の各学校の基準に基づく総合的評価 

(4) 学力検査又は総合問題の各学校の基準に基づく総合的評価 

(5) 実技検査等の各学校の基準に基づく総合的評価 

２ 実施方法 

(1) 個人情報提供の申請方法 

受検者本人が、受検した高等学校に出向き、受検票（様式３）等（受検者本人であることを証

明する書類）を提示したうえで、口頭により申請する。 

(2) 個人情報に係る本人証明 

三重県立高等学校入学者選抜実施要項に定める受検票等又は受検者本人であることを証明する

書類（顔写真付きの書類は１種類、顔写真付きでない書類は２種類）の提示により行う。 

(3) 個人情報提供の期間 

ア 個人情報提供の期間（土曜日、日曜日及び祝日は除く。） 

(ｱ)前期選抜及び前期選抜追検査、特別選抜 

令和６年２月１５日(木)から４月３０日(火)まで 

(ｲ)後期選抜 

令和６年３月１８日(月)から４月３０日(火)まで 

   (ｳ)後期選抜追検査、全日制課程及び定時制課程の再募集 

令和６年３月２６日(火)から４月３０日(火)まで 

(ｴ)夜間定時制課程の追加募集 

令和６年３月２９日(金)から４月３０日(火)まで 

 (ｵ)通信制課程の再募集 

令和６年４月１１日(木)から４月３０日(火)まで 

    ※ 上記期間のうち、３月１日(金)(三重県立高等学校卒業式の開催日)、３月１１日(月)(後

期選抜の検査日)、３月２２日(金)(後期選抜追検査及び再募集の検査日)は、情報提供を行

わない。 

イ 個人情報提供の申請受付時間 

申請者は、原則として上記アの期間内の次の時間内に(1)の方法により申請する。 

・ 全日制課程及び松阪高等学校通信制課程は、９時から１７時まで 

・ 定時制課程及び北星高等学校通信制課程は、１３時から１７時まで 

(4) 受検者本人以外（保護者等）による申請方法 

上記(2)とともに、承諾書（受検者本人の自筆）、受検者と保護者等との関係を証明するため

の書類（戸籍謄本又は戸籍抄本又は住民票（続柄の記載されたもの））、保護者等が本人である

ことを証明する書類（顔写真付きの書類は１種類、顔写真付きでない書類は２種類）を提示し、

上記(3)のアに示す期間内かつイに示す時間内に申請を行う。 

３ その他 

 個人情報の提供に係る経費は徴収しない。 

＜上記以外の個人情報の開示請求＞ 

上記１以外の個人情報の開示請求を行う場合や、令和６年５月１日以降に個人情報の開示請求を行

う場合は、「個人情報開示請求書」を提出することにより、請求することができる。請求があった高

等学校は「個人情報開示決定通知書」により開示の実施方法等を請求者に通知する。また、開示資料

等、写しの交付に係る実費を徴収する。 

なお、詳細については、受検した高等学校に問い合わせる。 


